
｢播磨国風土記』「一云」「一家云」の用法

上
代
文
献
で
は
、
「
一
書
日
」
「
或
本
日
」
．
云
」
等
の
形
で
、
所
謂

〈
異
伝
〉
を
記
す
場
合
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
『
日
本
書
紀
」

神
代
巻
の
．
書
」
や
、
『
万
葉
集
』
柿
本
人
麻
呂
作
歌
の
「
或
本
歌
」

な
ど
は
、
そ
の
位
置
付
け
、
存
在
理
由
等
に
つ
い
て
様
々
に
意
見
が
提
出

さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
に
定
説
を
見
な
い
状
況
で
あ
る
。
「
古
風
土
記
」

に
お
い
て
も
、
さ
ほ
ど
多
く
で
は
な
い
も
の
の
、
異
伝
と
思
し
き
記
述
が

何
例
か
見
受
け
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
常
陸
国
風
土
記
」
に
「
或
日
」

が
三
例
、
『
肥
前
国
風
土
記
』
に
．
云
」
が
二
例
。
い
ず
れ
も
基
本
的

に
は
地
名
起
源
説
明
の
異
伝
を
記
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
例
で
あ
る
。

『
出
雲
国
風
土
記
」
「
豊
後
国
風
土
記
』
に
は
見
え
な
い
。
と
く
に
完
本
で

あ
る
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
地
名
起
源
説
話

に
異
説
を
並
記
せ
ず
、
一
本
化
し
て
記
そ
う
と
い
う
編
纂
意
識
を
伺
う
こ

さ
て
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
場
合
だ
が
、
「
一
云
」
が
九
例
、
．
家

云
」
が
三
例
、
計
十
二
例
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
の
中
に
は
、
後
述
す
る
よ

と
が
で
き
る
。

は
じ
め
に

『
播
磨
国
風
土
記
」
．
云
」
「
一
家
云
」
の
用
法

う
に
地
名
起
源
の
異
説
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
が
、
全
体
を
通

し
て
み
る
と
、
単
純
に
異
説
並
記
の
形
式
と
は
言
え
な
い
面
が
あ
る
。
ま

ず
始
め
に
、
次
の
例
か
ら
紹
介
し
て
お
き
た
い
（
【
】
内
は
本
文
表
記
、

（００）

以下同）。船
引
山
（
中
略
）
此
の
山
に
鵲
住
め
り
。
一
、
韓
國
の
烏
と
い
ふ

【
一
云
、
韓
國
烏
】
。
〈
讃
容
郡
〉

「
鵲
」
に
対
す
る
別
の
呼
び
方
を
、
烏
の
本
拠
地
と
絡
め
て
説
く
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
異
説
を
記
す
と
い
う
よ
り
も
、
「
鵲
」
に
関
す
る
情

報
を
補
足
的
に
説
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
付
加
説
明
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
「
播
磨
国
風
土
記
」
の
．
云
」
「
一
家
云
」
は
、
基
本
的

に
こ
う
し
た
性
格
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
見

通
し
で
あ
る
が
、
以
下
、
地
名
起
源
説
話
の
問
題
と
絡
め
て
考
え
て
行
き

たい。『
播
磨
国
風
土
記
」
に
は
、
旧
地
名
（
本
の
名
）
を
記
す
場
合
が
何
例

かある。
｜
、
二
云
」
と
旧
地
名

谷
口
雅
博
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『播磨国風土記」「一云」「一家云」の用法

（
現
地
名
）
（
旧
地
名
）

①
含
藝
里
瓶
落
〈
印
南
郡
〉

②
安
相
里
沙
部
〈
錺
磨
郡
〉

③
少
川
里
私
里
〈
錺
磨
郡
〉

④
香
具
山
鹿
来
墓
〈
揖
保
郡
〉

⑤
越
部
里
皇
子
代
里
〈
揖
保
郡
〉

⑥
林
田
里
淡
奈
志
〈
揖
保
郡
〉

⑦
広
山
里
握
村
〈
揖
保
郡
〉

⑧
大
家
里
大
宮
村
〈
揖
保
郡
〉

⑨
勝
部
岡
大
法
山
〈
揖
保
郡
〉

⑩
少
宅
里
漢
部
里
〈
揖
保
郡
〉

⑪
桑
原
里
倉
見
里
〈
揖
保
郡
〉

⑫

吉

川

〈

讃

容

郡

〉

玉
落
川

⑬
庭
音
村
庭
酒
村
〈
宍
禾
郡
〉

⑭
安
師
里
酒
加
里
・
山
守
〈
宍
禾
郡
〉

⑮
石
作
里
伊
和
〈
宍
禾
郡
〉

⑯
穂
積
里
塩
野
〈
賀
毛
郡
〉

右
の
①
～
⑯
は
、
地
名
の
起
源
の
語
り
方
と
し
て
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー

ンに分けられる。

（
ア
）
旧
地
名
の
起
源
の
み
を
記
す
も
の
。
①
④
⑥
⑦
⑧
⑬

（
イ
）
現
地
名
の
起
源
の
み
を
記
す
も
の
。
②
⑮

（
ウ
）
現
地
名
と
旧
地
名
と
両
方
の
起
源
を
記
す
も
の
。
⑨
⑩
⑫
⑭

⑯
（
エ
）
旧
地
名
の
起
源
を
記
し
、
現
地
名
の
起
源
を
【
一
云
】
で
記

す
も
の
。
③
⑤
⑪

（
ア
）
の
例
に
は
、
次
の
よ
、
フ
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

か
む
き

か
め
お
ち

①
含
藝
の
里
［
本
の
名
は
瓶
落
な
り
］
土
は
中
の
中
な
り
。
瓶
落
と

號
く
る
所
以
は
、
難
波
の
高
津
の
御
宮
の
天
皇
の
御
世
、
私
部
の
弓

取
等
が
遠
祖
、
他
田
の
熊
千
、
瓶
の
酒
を
馬
の
尻
に
着
け
て
、
家
地

を
求
ぎ
行
き
し
に
、
其
の
瓶
、
此
の
村
に
落
ち
き
◎
故
、
瓶
落
と
い

ふ
。
（
［
］
内
は
分
注
、
以
下
同
）

か
ぐ
や
ま

か
ぐ
は
か

④
香
山
の
里
［
本
の
名
は
鹿
來
墓
な
り
］
土
は
下
の
上
な
り
。
鹿
來

墓
と
號
く
る
所
以
は
、
伊
和
の
大
神
、
國
占
め
ま
し
し
時
、
鹿
來
て

山
の
岑
に
立
ち
き
。
山
の
岑
、
是
も
亦
墓
に
似
た
り
。
故
、
鹿
來
墓

と
號
く
。
後
、
道
守
臣
、
宰
た
り
し
時
に
至
り
、
乃
ち
名
を
改
め
て

香山と爲す。

①
の
場
合
に
は
、
本
の
名
で
あ
る
「
瓶
落
」
の
命
名
由
来
を
語
る
の
み

で
、
現
地
名
の
由
来
に
関
し
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
⑥
も
同
様

である。
④
の
場
合
は
、
改
名
し
た
件
や
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
人
物
の
説
明
は
あ

る
。
だ
が
、
改
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
「
カ
グ
ハ
カ
」

↓
「
カ
グ
ヤ
マ
」
と
い
う
類
音
に
よ
る
変
化
、
及
び
表
記
の
変
更
と
見

て
、
特
に
由
来
を
記
さ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
だ
が
、
記
述
パ
タ

ー
ン
と
し
て
は
、
⑦
⑧
も
同
様
で
、
特
に
⑦
の
場
合
に
は
、
「
シ
カ
」
↓

「
ヒ
ロ
ヤ
マ
」
と
い
う
全
く
音
の
上
で
は
繋
が
ら
な
い
改
名
を
し
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
由
来
を
記
し
て
い
な
い
。
書
式
の
上
か
ら
す
れ

ば
、
意
識
と
し
て
は
④
も
同
様
に
音
に
よ
る
類
似
で
捉
え
る
よ
り
も
、
や

は
り
現
地
名
の
由
来
を
記
さ
な
い
例
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
、
⑬
の

場
合
に
は
書
式
が
異
な
り
、
「
今
の
人
は
庭
音
の
村
と
い
ふ
」
と
あ
る
だ

け
で
「
改
」
の
字
が
な
い
故
、
「
庭
酒
（
ニ
ハ
キ
）
」
↓
「
庭
音
（
ニ
ハ
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『播磨国風土記』「一云」「一家云」の用法

ト
こ
と
い
う
音
韻
上
の
変
化
と
捉
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
イ
）
に
つ
い
て
は
、
②
の
場
合
は
、
標
目
地
名
の
次
に
旧
名
記
載
が

あ
さ
こ

あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
安
相
里
」
の
命
名
由
来
を
記
し
た
後
に
、
分
注

あ
さ
こ
ぺ

表
記
で
、
［
本
の
名
は
沙
部
と
い
ひ
き
。
後
に
里
の
名
は
字
を
改
め
て
二

字
に
注
す
る
に
依
り
て
、
安
相
の
里
と
爲
す
］
と
あ
る
も
の
で
あ
り
、
地

名
の
改
変
と
い
、
フ
よ
り
も
文
字
表
記
の
変
更
に
よ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、

他
の
例
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
⑮
の
場
合
に
は
、
本
の
名
で
あ
る
「
伊

和
」
の
由
来
説
明
は
該
当
個
所
に
は
な
い
の
だ
が
、
宍
禾
郡
末
の
「
伊
和

村
」
の
条
に
、
以
下
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

み

わ

み
わ

伊
和
の
村
［
本
の
名
は
神
酒
な
り
］
大
神
、
酒
を
此
の
村
に
醸
み
ま

み

わ

お

わ

し
き
。
故
、
神
酒
の
村
と
い
ふ
。
又
、
総
和
の
村
と
い
ふ
。
大
神
、

お

わ

國
作
り
詑
へ
ま
し
て
以
後
、
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
紗
和
。
我
が
美

ま
も

岐
に
等
ら
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

つ
ま
り
、
村
名
の
箇
所
で
説
明
が
あ
る
た
め
に
「
石
作
里
」
条
で
は
特

に
説
明
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
、
「
伊
和
」
と
い
う
名
称
自
体
に

も
更
に
「
本
の
名
」
が
あ
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、
記
さ
れ
て
い
な
い

（２）

のであろう。

こ
こ
ま
で
の
用
例
を
見
て
言
え
る
こ
と
は
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
で
は

旧
地
名
と
現
地
名
と
が
あ
る
場
合
、
旧
地
名
の
由
来
を
説
く
こ
と
に
は
熱

心
だ
が
、
現
地
名
の
由
来
を
記
す
こ
と
に
は
あ
ま
り
熱
心
で
は
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。

だが、（ウ）

ている。お
ほ
の
り
や
ま

⑨
大
法
山
［
今
の
名
は
勝
部
岡
な
り
。
］
品
太
の
天
自

の
り

大
き
み
法
を
宣
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
大
法
山
と
い
ふ
。

の
例
で
は
現
地
名
と
旧
地
名
と
の
両
方
の
由
来
を
記
し

す
ぐ
り
ぺ
を
か

品
太
の
天
皇
、

今
、
勝
部
と

此
の
山
に

り
き
。
故
、
山
守
と
い
う
。
今
、
名
を
改
め
て
安
師
と
爲
す
は
、

安
師
川
に
因
り
て
名
と
爲
す
。
其
の
川
は
、
毎
章
珊
蝋
調
の
神
に
因
り

て
名
と
爲
す
。
伊
和
の
大
神
、
婆
銚
せ
む
と
し
ま
し
き
。
そ
の
時
、

此
の
神
、
固
く
辞
ぴ
て
聴
か
ず
。
こ
こ
に
、
大
神
、
大
く
順
り
ま
し

て
、
石
を
以
ち
て
川
の
源
を
塞
き
て
、
三
形
の
方
に
流
し
下
し
た
ま

ひ
き
。
故
、
此
の
川
は
水
少
し
。
此
の
村
の
山
に
、
柿
・
杉
・
黒
葛

等
生
ふ
。
狼
・
罷
住
め
り
。

ほ

づ

み

し

ほ

の

⑯
穂
積
の
里
［
本
の
名
は
塩
野
な
り
。
小
目
野
］
土
は
下
の
上
な

し
ほ
み
づ

り
。
塩
野
と
号
く
る
所
以
は
、
鰔
水
、
此
の
村
に
出
づ
。
故
、
塩
野

ち
き
。
故
、
玉
落
と
い
ふ
。
今
、
吉
川
と
い
ふ
は
、

が
は川

、
此
の
村
に
居
り
。
故
、
吉
川
と
い
ふ
。

あ
な
し

す
か

⑭
安
師
の
里
［
本
の
名
は
酒
加
の
里
な
り
。
］
土
樫

い
ひ
す
か

す
か

大
神
、
此
処
に
喰
し
ま
し
き
・
故
、
須
加
と
い
釦

名
と
爲
す
。
後
に
改
め
て
少
宅
と
い
ふ
所
以
は
、
川
原
の
若
狭
の
祖

父
、
少
宅
の
秦
公
の
女
に
婆
ひ
て
、
即
て
、
其
の
家
を
少
宅
と
号
け

き
。
後
、
若
狭
の
孫
の
智
麻
呂
、
任
さ
れ
て
里
長
と
爲
り
き
。
此
に

由
り
て
、
庚
寅
の
年
、
少
宅
の
里
と
爲
せ
り
。

ゑ
が
は

た
ま
お
ち
が
は

⑫
吉
川
［
本
の
名
は
、
玉
落
川
な
り
。
］
大
神
の
玉
、
此
の
川
に
落

い
な
さ
ぺ
お
ほ
ゑ

號
く
る
所
以
は
、
小
治
田
の
河
原
の
天
皇
の
み
世
、
大
倭
の
千
代
の

勝
部
等
を
遣
り
て
、
田
を
墾
ら
し
む
る
に
、
即
ち
、
此
の
山
の
辺
に

居
り
き
・
故
、
勝
部
岡
と
號
く
。

を
や
け

あ
や
ぺ

⑩
少
宅
の
里
［
本
の
名
は
漢
部
の
里
な
り
。
］
土
は
下
の
中
な
り
。

あ
や
ひ
と

漢
部
と
号
く
る
所
以
は
、
漢
人
、
此
の
村
に
居
り
き
。
故
、
以
ち
て

１

１

と
い
ふ
。
今
、
穂
積
と
号
く
る
は
、
穂
積
臣
等
の
族
、
此
の
村
に
居

の
里
と
号
く
。
然
る
所
以
は
、

｜
故
、
須
加
と
い
ひ
き
。
後
、
山
守

Ｉ山
部
の
三
馬
、
任
さ
れ
て
里
長
と
な

土
は
中
の
上
な
り
。

稲
狭
部
の
大
吉

- ６ ５ -



｢播磨国風土記」「一云」「一家云」 の用法

り
。
故
、
穂
積
と
號
く
。

旧
地
名
の
由
来
を
見
る
と
、
⑨
で
は
天
皇
の
行
為
、
⑩
は
漢
人
の
居

住
、
⑫
⑭
は
大
神
の
行
為
、
⑯
は
土
地
の
状
態
に
よ
る
命
名
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
現
地
名
の
由
来
は
、
⑭
の
「
安
師
川
」
「
安
師
比
売
」
を
除

け
ば
す
べ
て
そ
の
土
地
と
関
わ
る
人
物
に
よ
る
命
名
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
地
名
の
改
変
は
基
本
的
に
人
物
と
の
関
わ
り
で
な
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
土
地
と
人
物
と
の
結
び
つ
き
が

明
確
で
あ
る
場
合
、
若
し
く
は
強
調
し
た
い
場
合
に
は
、
改
名
後
の
現
行

の
地
名
由
来
も
記
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
次
が
一
番
問
題
と
な
る
（
エ
）
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

を
が
は

③
少
川
の
里
［
高
瀬
の
村
・
豊
国
の
村
・
英
馬
野
・
射
目
前
・
檀

き
さ
き

坂
・
御
立
丘
・
伊
刀
嶋
］
士
は
中
の
中
な
り
。
［
本
の
名
は
私
の
里

な
り
。
］
右
、
私
の
里
と
号
く
る
は
、
（
志
貴
の
）
嶋
の
宮
に
御
宇
し

き
さ
き
ぺ

め
し
し
天
皇
の
み
世
、
私
部
の
弓
束
等
が
祖
、
田
又
利
君
鼻
留
、

此
の
処
を
請
ひ
て
居
り
き
。
故
、
私
の
里
と
号
く
。
以
後
、
庚
寅
の

年
、
上
野
の
大
夫
、
宰
た
り
し
時
、
改
め
て
小
川
の
里
と
爲
す
。
一

ひ
と
い
へ
ら
く
己
云
】
、
小
川
、
大
野
よ
り
此
処
に
流
れ
来
・
故
、

小川といふ。

こ
し
ぺ

み
こ
し
ろ

⑤
越
部
の
里
［
旧
の
名
は
皇
子
代
の
里
な
り
。
］
土
は
中
の
中
な
り
。

皇
子
代
と
号
く
る
所
以
は
、
勾
の
宮
の
天
皇
の
み
世
、
寵
人
、
但
馬

君
小
津
、
み
寵
を
蒙
り
て
姓
を
賜
ひ
、
皇
子
代
君
と
爲
し
て
、
三
宅

を
此
の
村
に
造
り
て
仕
へ
奉
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。
故
、
皇
子
代
の
村

と
い
ふ
。
後
、
上
野
の
大
夫
、
舟
戸
を
結
び
し
時
に
至
り
、
改
め
て

越
部
の
里
と
号
く
。
一
ひ
と
い
へ
ら
く
己
云
】
、
但
馬
の
国
の
三

宅
よ
り
越
し
来
た
れ
り
。
故
、
越
部
の
村
と
号
く
。

く
は
は
ら

く
ら
み

⑪
桑
原
の
里
［
旧
の
名
は
倉
見
の
里
な
り
。
］
土
は
中
の
上
な
り
。

品
太
の
天
皇
、
槻
折
山
に
立
ち
御
し
て
、
望
み
覧
た
ま
ひ
し
時
、
森

然
に
倉
見
え
き
。
故
、
倉
見
の
村
と
名
づ
く
。
今
、
名
を
改
め
て
桑

原
と
爲
す
。
一
ひ
と
い
へ
ら
く
【
一
云
】
、
桑
原
村
主
等
、
讃
容
の

く
ら
み
く
ら

郡
の
按
見
の
按
を
盗
み
て
、
将
ち
来
し
を
、
其
の
主
認
ぎ
来
て
、
此

の
村
に
見
あ
ら
は
し
き
。
故
、
按
見
と
い
ふ
。

右
の
③
⑤
⑪
は
、
旧
地
名
の
起
源
を
語
り
、
後
、
改
名
の
事
を
説
明
す

る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
（
ア
）
の
④
⑦
⑧
と
共
通
し
て
い
る
。
が
、
こ
ち
ら

の
場
合
は
、
そ
の
後
に
．
云
」
で
現
地
名
の
由
来
を
記
し
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
は
（
ウ
）
と
も
共
通
性
を
持
つ
。
（
ア
）
と
（
ウ
）
と
の
比
較

で
言
え
ば
、
（
ア
）
に
比
べ
れ
ば
現
地
名
の
由
来
を
記
そ
う
と
い
う
意
識

は
あ
る
が
、
（
ウ
）
ほ
ど
明
確
に
本
文
中
で
、
「
（
〕
Ｏ
所
以
は
」
と
説
く
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
改
名
記
事
の
後
に
、
改
め
ら
れ
た
地
名
に
付
随

す
る
形
で
補
足
的
に
説
明
さ
れ
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
③
⑤
は
ど
ち
ら
も

「
上
野
の
大
夫
」
が
関
わ
っ
て
お
り
、
③
の
場
合
に
は
「
庚
寅
」
と
い
う

よ
う
に
年
次
も
特
定
さ
れ
て
い
る
。
き
わ
め
て
記
録
的
な
内
容
で
あ
る
。

な
お
、
⑪
の
場
合
は
、
「
一
云
」
の
記
事
内
容
も
「
ク
ラ
ミ
」
の
命
名
由

来
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
後
に
見
る
異
伝
的
な
例
に
も
近
い

が
、
人
物
名
が
「
桑
原
村
主
」
と
あ
る
ゆ
え
、
現
地
名
「
桑
原
里
」
の
由

来
を
説
く
話
と
し
て
も
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
現
地
名

の
由
来
の
形
を
取
っ
て
い
な
い
点
の
方
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
や
は
り

重
点
は
旧
名
由
来
に
あ
る
と
い
う
例
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
「
播
磨
国
風
土
記
』
に

お
い
て
現
地
名
に
対
し
て
旧
地
名
が
あ
る
場
合
、
旧
地
名
の
方
の
由
来
を

説
こ
う
と
す
る
意
識
は
強
い
が
、
現
地
名
に
関
し
て
は
由
来
を
説
か
ね
ば
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な
ら
な
い
と
い
う
意
識
は
あ
ま
り
感
じ
取
れ
な
い
と
い
う
傾
向
が
伺
え

た
。
そ
の
土
地
の
歴
史
を
語
り
、
土
地
の
性
質
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
よ
り
古
く
か
ら
の
呼
び
名
に
関
心
が
向
く
の
は
自
然
な
こ
と

で
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
⑨
の
「
大
法
山
」
の
よ
う
に
、
標
目
地
名
に

旧
地
名
を
記
し
、
今
の
地
名
を
分
注
で
記
す
例
が
存
在
す
る
の
も
、
旧
地

名
へ
の
関
心
の
高
さ
を
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
．
云
」
と
の
関
わ
り
で
言
う
な
ら
ば
、
③
⑤
⑪
に
見
る

．
云
」
は
、
決
し
て
二
つ
の
対
立
す
る
伝
承
を
並
記
す
る
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
各
伝
承
の
記
述
内
容
を
補
足
説
明
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
次
に
、
一
見
、
異
伝
を
並
記
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
例
の
検

討
に
移
る
。
従
来
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
見
ら
れ
る
．
云
」
．
家

云
」
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
地
名
由
来
に
関
わ
る
異
伝
並
記
と
い

う
見
方
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
益
田
勝
実
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

（３）

ている。一
つ
の
地
名
に
対
す
る
異
伝
の
重
層
は
、
か
な
ら
ず
、
在
地
的
な
説

話
で
は
、
神
々
の
伝
承
と
人
間
の
伝
承
の
対
立
で
あ
り
、
そ
う
で
な

い
場
合
は
、
在
地
的
な
説
話
と
支
配
者
的
な
説
話
の
対
立
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
次
元
の
異
な
る
伝
承
で
あ
る
。
（
中
略
）
在
地
の

神
々
と
人
間
、
神
々
と
天
皇
と
い
う
対
立
、
も
っ
と
整
理
す
れ
ば
、

神
々
対
新
し
い
人
間
お
よ
び
天
皇
と
い
う
新
旧
二
つ
の
対
立
と
み
ら

れ
よ
う
。
古
い
第
一
次
的
伝
承
の
層
に
対
し
て
、
新
し
い
第
二
次
的

二
、
異
説
配
列
の
意
識

伝
承
の
層
が
重
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
異
説
並
記
に
よ
っ
て
生
ず
る
事
態
に
つ
い
て
、
山
田
直
巳
は
次

（４）

のよ、フに説いている。

地
名
起
源
證
は
、
異
説
を
記
す
こ
と
で
そ
の
絶
対
性
を
喪
失
す
る
。

つ
ま
り
、
一
つ
の
出
生
に
二
つ
の
出
生
証
明
書
が
書
か
れ
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
か
く
し
て
、
起
源
讃
は
流
動
的
な
も
の
と
な

り
、
そ
の
末
の
末
は
、
地
名
の
み
の
独
り
歩
き
と
い
う
結
果
が
出
来

す
る
。
そ
れ
は
、
最
終
的
に
は
他
と
弁
別
す
る
単
な
る
符
号
と
い
う

所
に
落
着
し
て
行
く
も
の
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
異
伝
を
記
す
と
い

う
形
（
ス
タ
イ
ル
）
に
は
、
大
き
く
神
か
ら
人
へ
、
と
い
う
傾
向
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
歴
史
の
胎
動
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
風
土
記
に
お
い
て
、
神
話
は
歴
史
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
つ
の
地
名
に
纏
わ
っ
て
、
．
云
」
．
家
云
」
の
前
後
に
記
さ
れ
た

二
つ
の
話
が
、
新
旧
や
、
在
地
と
中
央
と
い
う
対
応
・
対
立
関
係
を
持
つ

も
の
で
あ
る
と
し
た
場
合
は
、
山
田
氏
の
説
く
よ
う
に
「
絶
対
性
の
喪

失
」
と
い
、
フ
事
態
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
前
節
ま
で
の
検
討

か
ら
す
れ
ば
、
．
云
」
で
記
さ
れ
る
内
容
が
、
そ
れ
以
前
の
記
事
内
容

に
対
立
す
る
異
伝
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
は
蹟
膳
い
を
感
じ
ざ
る
を
得

な
い
。
ま
た
、
秋
本
吉
徳
は
、
異
説
並
記
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
様

（５）

に
慎
重
な
発
言
を
し
て
い
る
。

ま
ず
「
風
土
記
』
が
書
き
留
め
た
地
名
説
話
は
、
氷
山
の
一
角
に
も

等
し
く
、
そ
の
全
体
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
概
ね
一

地
名
一
説
話
と
い
う
原
則
ら
し
き
も
の
が
存
す
る
の
は
、
実
は
編
述

者
の
段
階
に
お
け
る
編
述
方
針
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
実
状
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か
ら
言
え
ば
、
一
地
名
に
対
し
て
複
数
の
地
名
説
話
の
存
す
る
も
の

が
数
多
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
、
現
存
す
る
本
伝
と

異
伝
か
ら
だ
け
で
あ
る
種
の
結
論
を
出
す
こ
と
に
、
少
な
か
ら
ぬ
不

安
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
右
の
如
き
状
況
を
思
え
ば
、
『
風
土
記
』
が
わ
ざ
わ
ざ
本

伝
と
異
伝
と
を
並
記
し
て
い
る
の
は
、
偶
然
の
結
果
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
並
記
せ
ざ
る
を
得
な
い
特
殊
な
事
情
が
編
述
筆
録
者
の

側
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
風
土
記
」
に

見
え
る
本
伝
異
伝
並
記
の
例
は
、
当
時
の
一
般
的
な
地
名
説
話
の
在

り
方
か
ら
言
え
ば
、
少
し
く
特
殊
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
に
ぶ
つ
か
る
。
こ
う
し
た
特
殊
な
例
か
ら
、
一
般
的
結
論
を
導

き
出
す
こ
と
に
も
不
安
が
残
る
。

確
か
に
「
現
存
す
る
本
伝
と
異
伝
か
ら
だ
け
で
あ
る
種
の
結
論
を
出

す
」
の
は
不
安
が
残
る
。
し
か
し
、
「
わ
ざ
わ
ざ
」
本
伝
と
異
伝
と
を
並

記
し
て
い
る
以
上
は
、
や
は
り
何
か
し
ら
の
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
れ
が
当
時
の
一
般
的
な
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
特
殊
な
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
特
殊
な
方
法
を
選
択
し
た
編
者
の
側
の
意
識

を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
「
一
云
」
で
示
さ
れ
る
も
の
は

補
足
説
明
的
な
内
容
で
あ
り
、
話
の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
．
云
」
の
前

の
本
伝
の
部
分
で
あ
っ
て
、
両
者
は
対
等
の
関
係
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
は
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
き
た
い
。

で
は
、
以
下
具
体
的
に
見
て
い
く
。

（１）
て
が
り
を
か

④
手
苅
丘
と
号
く
る
所
以
は
、
岡
目
同
日
剛
“
此
処
に
到
り
、
手
以

て
草
を
苅
り
て
、
食
薦
と
爲
し
き
。
故
、
手
苅
と
号
く
。

⑧
一
ひ
と
い
へ
ら
く
【
一
云
】
、
園
Ⅲ
圏
函
始
め
て
来
た
り
し
時
、
鎌

を
用
ゐ
る
こ
と
を
識
ら
ず
。
但
、
手
以
て
稲
を
苅
り
き
。
故
、
手
苅

ｌ

の

村

と

い

ふ

。

〈

錺

磨

郡

〉

（２）
あ
つ

④阿豆の村岡刷捌Ｍ剛凹巡り行でましし時、其の心の中

△のつ

ｌ

の
熱
き
に
苦
し
み
て
、
衣
の
紐
を
控
き
絶
ち
た
ま
ひ
き
。
故
、
阿
豆

と号く。

⑧
一
ひ
と
い
へ
ら
く
室
云
】
、
昔
、
天
に
二
つ
の
星
あ
り
。
地
に

心のつ

落ちて、石と化爲りき。ここに、［剛閖爾罰謝り来て談論ひ

き
。
故
、
阿
豆
と
名
づ
く
。
〈
揖
保
郡
〉

（３）
は
に
を
か

④
聖
岡
の
里
［
生
野
・
大
川
内
・
湯
川
・
粟
鹿
川
内
・
波
自
加
の

村
］
土
は
下
の
下
な
り
。
聖
岡
と
号
く
る
所
以
は
、
昔
、
、
剛
剛
耐
旧

川
Ⅲ
出
目
旧
圀
と
相
争
ひ
て
、
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
聖
の
荷
を
担
ひ

て
遠
く
行
く
と
、
尿
下
ら
ず
し
て
遠
く
行
く
と
、
此
の
二
つ
の
事
、

何
れ
か
能
く
爲
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
大
汝
命
の
り
た
ま
ひ
し

く
、
「
我
は
尿
下
ら
ず
し
て
行
か
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
小
比
古

尼
命
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
我
は
聖
の
荷
を
持
ち
て
行
か
む
」
と
の

り
た
ま
ひ
き
。
か
く
相
争
ひ
て
行
で
ま
し
き
。
数
日
暹
て
、
大
汝
命

の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
我
は
行
き
あ
へ
ず
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即

て
坐
て
、
尿
下
り
た
ま
ひ
き
。
そ
の
時
、
小
比
古
尼
命
、
咲
ひ
て
の

り
た
ま
ひ
し
く
、
「
然
苦
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
亦
、
其
の
望
を

此
の
岡
に
郷
ち
ま
し
き
。
故
、
堅
岡
と
号
く
。
又
、
尿
下
り
た
ま
ひ

し
時
、
小
竹
、
其
の
尿
を
弾
き
上
げ
て
、
衣
に
行
ね
き
。
故
、
波
自
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甕
坂
と
い
ふ
。
〈
託
賀
郡
法
太
里
〉

（５）④繍彫は、廐間脚Ｍ閣囲と雨間側間園と二はしらの神、各、軍

を
発
し
て
相
戦
ひ
ま
し
き
。
そ
の
時
、
大
神
の
軍
、
集
ひ
て
稲
舂
き

た
る
の
み
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
聖
岡
と
い
ふ
。
〈
神
前
郡
〉

（４）
み
か
さ
か

⑧甕坂は、讃伎日子、逃去ぐる時、鬮闇Ｎ画此の坂に逐郊

て、ぃひしぐ、「今ょ刈似樅は、更、此の界に入ること福

（６）
す
が
ふ
や
ま

賀
の
村
と
号
く
。
其
の
聖
と
尿
と
は
、
石
と
成
り
て
今
に
亡
せ
ず
。

⑧
一
家
い
へ
ら
く
室
家
云
】
、
同
冊
附
凰
閻
国
巡
り
行
で
ま
し
し

時
、
宮
を
此
の
岡
に
造
り
て
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
の
士
は
聖

み
か
さ
か

④
甕
坂
は
、
讃
伎

て
、
い
ひ
し
ぐ
、

じ
」
と
い
ひ
て
、

⑧
一
家
い
へ
ら
く

お
ほ
み
か

き
。
其
の
梗
聚
り
て
丘
と
爲
る
。

⑧
一
ひ
と
い
へ
ら
く
【
一
云
】
、
城
を
掘
り
し
処
は
、
品
太
の
天
皇

の
御
俗
、
参
度
り
来
し
同
閣
附
閣
国
有
俗
の
随
に
城
を
造
り
て
居
り

き
。
「
又
、
其
の
簸
置
け
る
梗
を
墓
と
い
ひ
、
又
城
牟
礼
山
と
い

ふ
・
」
其
の
孫
等
は
、
川
辺
の
里
の
三
家
の
人
、
夜
代
等
な
り
。

〈神前郡〉

し時、
④（菅生山）菅、山の辺に生へり。故、菅生といふ。

⑧一ひといへらく【一云】、開閉閑幽四国巡り行でましし時、

井
を
此
の
岡
に
關
き
た
ま
ふ
に
、
水
甚
く
清
く
寒
し
。
こ
こ
に
、
勘

り
た
ま
ひ
し
く
、
「
水
の
清
く
寒
き
に
由
り
て
、
吾
が
意
、
宗

大
甕
を
此
の
上
に
堀
り
埋
め
て

即
ち
、
御
冠
を
此
の
坂
に
置
き
き
。

【
一
家
云
】
、
昔
、
丹
波
と
播
磨
と
、
国
を
堺
ひ

函
閏
側
画
此
の
坂
に
逐
ひ

此
の
界
に
入
る
こ
と
得

１１

国
の
境
と
爲
し
き
。
故
、

．
云
」
五
例
に
対
し
、
「
一
家
云
」
が
三
例
あ
る
が
、
内
容
・
用
法
の

上
で
特
に
違
い
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
併
せ
て
考
え
る
こ
と
に

す
る
。
（
８
）
は
「
一
家
云
」
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
本
来
は
そ
の
前

に
記
事
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
異

説
並
記
の
用
例
と
し
て
の
分
析
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
（
１
）
～
（
７
）

の
用
例
を
検
討
対
象
と
す
る
。
但
し
、
地
名
起
源
に
関
わ
る
主
体
が
天
皇

々
我
々
志
」
と
の
り
て
ま
ひ
き
。
故
、
宗
我
富
と
い
ふ
。

〈揖保郡〉

（７）
み
か
た

④
御
方
の
里
［
土
は
下
の
上
な
り
。
］
御
形
と
号
く
る
所
以
は
、

闇
臘
悶
閏
鬮
凶
叫
閃
側
圃
胴
圃
と
、
黒
土
の
志
爾
嵩
に
到
り
ま
し
、

各
、
黒
葛
三
条
を
以
ち
て
、
足
に
着
け
て
投
げ
た
ま
ひ
き
。
そ
の

ひ
と
か
た

時
、
葦
原
志
許
乎
命
の
黒
葛
は
、
一
条
は
但
馬
の
気
多
の
郡
に
落

の
村
に
植
て
た
ま
ひ
き
。
故
、
御
形
と
い
ふ
。
〈
宍
禾
郡
〉

（８）

い
な
み

⑧一家いへらく【一家云】、印南と号くる所以は、同門阿

が

す

が

し

Ｉ

我々々
志」

豊
浦
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し

三
条
と
い
ふ
。
天
日
槍
命
の
黒
葛
は
、
皆
、
但
馬
の
国
に
落
ち
き
。

故
但
馬
の
伊
都
志
の
地
を
占
め
て
在
し
き
。

⑧
一
ひ
と
い
へ
ら
く
【
一
三
、
開
刷
坐
胴
刷
倒
蔚
忽
、
卸
桝
魁
此

の
国
を
平
け
む
と
欲
し
て
、
下
り
行
で
ま
し
し
時
、
御
舟
、
印
南
の

い

た

な

浦に宿りましき・此肋塒、槍海甚く平ぎ、波風和ぎ静けか

ち
、
一
条
は
夜
夫
の
郡
に
落
ち
、

り
き
。
故
、
名
づ
け
て
入
浪
の
郡
と
い
ふ
。
〈
印
南
郡
〉

一
条
は
此
の
村
に
落
ち
き

皇
后
と
倶
に
、
筑
紫
の
久
麻
曽

Ｏ

蚊|’
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I播磨国風土記」「一云」「一家云」の用法

（
人
）
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
（
８
）
も
他
の
例
と
共
通
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
。

さ
て
、
ま
ず
全
体
の
傾
向
を
見
る
と
、
（
１
）
～
（
５
）
は
、
前
半
が

神
の
行
為
に
よ
る
起
源
、
後
半
が
人
（
含
、
天
皇
）
の
行
為
に
よ
る
起
源

と
い
、
フ
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
但
し
、
（
５
）
に
関
し
て
は
、
④
⑧
と
も

に
説
話
内
容
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
④
は
「
梗
岡
」
の
名
の
起
源
を
語
っ
て

い
る
よ
う
だ
が
、
⑧
に
は
そ
の
「
梗
岡
」
の
起
源
が
な
く
、
「
城
を
掘
り

し
処
」
を
話
題
に
し
て
い
て
対
応
し
な
い
。
『
」
内
の
文
の
位
置
は
三

條
西
家
本
に
よ
る
も
の
だ
が
、
多
く
の
現
行
諸
注
釈
書
は
、
「
一
云
」
の

前
に
移
動
さ
せ
る
な
ど
し
て
お
り
、
本
文
に
も
問
題
の
あ
る
箇
所
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
梗
岡
」
の
地
に
関
わ
る
神
話
伝
承
に
対
し
、
同

地
に
ま
つ
わ
る
応
神
朝
の
記
事
を
．
云
」
の
後
に
記
し
た
と
い
、
フ
形
で

ある。（
６
）
は
、
後
半
が
天
皇
の
行
為
と
い
う
点
で
（
１
）
～
（
５
）
と
共

通
す
る
が
、
前
半
が
自
然
の
状
況
に
よ
る
命
名
と
な
っ
て
お
り
、
神
は
登

場
し
な
い
。
（
７
）
は
前
半
・
後
半
と
も
に
神
が
関
わ
る
話
と
な
っ
て
い

る
。
従
来
の
見
解
で
は
、
例
え
ば
神
話
起
源
と
天
皇
起
源
（
人
事
起
源
）

が
両
説
並
記
さ
れ
て
い
る
場
合
、
両
者
の
関
係
を
、
「
古
伝
承
」
と
「
新

伝
承
」
と
の
対
立
と
い
う
形
で
捉
え
、
神
話
起
源
が
人
事
起
源
へ
と
転
換

が
図
ら
れ
、
神
話
が
否
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
現
象
を
示
す
も
の
と
し
て

（６）

捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
神
話
が
否
定
さ
れ
、
天
皇
起
源
・
人
事
起

源
が
台
頭
し
て
き
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
の
方
を
本
伝
承

の
位
置
に
据
え
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
神
話
起
源
の
方
が
異
説
と
し
て
記
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
、
（
１
）
～
（
５
）
は
神
話
起
源
の
方
を

本
伝
承
と
し
て
記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
神
話
の
否
定
」

と
は
言
え
な
い
。
伝
承
が
形
成
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
考
え

る
な
ら
ば
、
「
神
話
の
否
定
」
と
い
う
見
方
も
首
肯
さ
れ
る
が
、
『
播
磨
国

風
土
記
』
編
者
の
意
識
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
否
定
し
て
い
る
と
捉
え
る

こ
と
は
出
来
ま
い
。
前
節
ま
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
．

云
」
記
事
で
記
さ
れ
る
内
容
は
、
本
伝
承
を
補
足
説
明
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
旧
地
名
」
↓
「
現
地
名
」
と
い
う
流
れ
を
見
る
な

ら
ば
、
過
去
か
ら
現
在
へ
む
け
て
の
時
間
の
流
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
今
こ
の
（
１
）
～
（
７
）
の
記
載
内
容
に
も
、
時
間
的
な
配
列
の
意

識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
（
１
）
～
（
５
）
の
場
合
に
は
神
々
の
時
代

か
ら
人
の
時
代
へ
と
い
う
流
れ
が
一
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
問
題
は
な

い
。
（
６
）
の
場
合
は
ど
う
か
。

（
６
）
の
場
合
、
前
半
は
自
然
状
況
に
よ
る
起
源
、
後
半
は
天
皇
の
発

言
に
よ
る
起
源
と
な
っ
て
い
る
。
西
條
勉
は
、
こ
の
前
半
部
の
よ
う
な
形

（７）

式
の
記
事
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

説
話
を
構
成
し
な
い
地
名
由
来
記
事
と
い
う
の
は
、
細
か
く
観
察
す

れ
ば
、
地
名
の
語
義
と
土
地
の
形
状
が
、
文
字
表
記
の
面
に
お
い
て

結
合
し
て
い
る
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
地
名
は
そ
の
発

生
段
階
に
引
き
戻
さ
れ
、
土
地
の
名
の
本
義
が
直
に
露
出
し
て
い

つく》○
つ
ま
り
、
現
実
問
題
は
別
と
し
て
も
、
こ
の
記
事
の
形
式
は
土
地
に
名

前
が
付
け
ら
れ
た
最
初
の
段
階
、
地
名
の
発
生
時
点
を
説
明
し
得
る
も
の

で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
後
半
部
の
方
は
、
天
皇
が
発
し
た

言
葉
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
形
だ
が
、
元
々
の
「
菅
が
生
え
て
い
る
土

地
」
と
い
う
命
名
由
来
を
打
消
す
わ
け
で
は
な
く
、
地
名
の
発
生
時
点
か

ら
時
代
の
降
っ
た
段
階
で
の
、
捉
え
返
さ
れ
た
意
味
を
付
加
す
る
も
の
と

- ７０ -
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し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
根
本
的
な
地
勢
に
よ
る
命
名
に
、
天

皇
の
讃
辞
表
現
が
付
加
さ
れ
た
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

以
上
（
１
）
～
（
６
）
は
、
前
半
に
（
設
定
と
し
て
）
よ
り
古
い
時
代

の
話
を
載
せ
、
後
半
に
新
し
い
時
代
の
話
を
載
せ
る
。
前
半
の
話
と
実
際

に
現
在
存
在
す
る
地
名
と
の
中
間
に
．
云
」
の
話
は
位
置
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
④
↓
⑧
の
展
開
に
は
や
は
り
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
よ
り
古
い
時
代
の
話
を
根
本
に
据
え
る
と
い
う
考
え
方

で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
神
話
の
否
定
」
と
い
う
よ
、
フ
な
も
の
と
は
受
け
取

れ
な
い
。
（
３
）
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
神
話
が
「
主
」
で
あ
っ
て
、

天
皇
の
方
が
「
従
」
な
の
で
あ
る
。

時
間
的
な
配
列
意
識
に
加
え
て
、
更
に
異
説
並
記
の
意
義
に
つ
い
て
考

え
る
た
め
に
、
（
７
）
及
び
（
３
）
の
例
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

（
７
）
は
両
説
と
も
に
神
の
関
与
す
る
話
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
話

に
関
し
て
山
田
直
巳
は
、

異
説
は
、
天
日
槍
命
に
は
係
ら
ず
に
葦
原
志
許
乎
命
に
対
抗
す
る
形

で
大
神
（
伊
和
大
神
）
を
提
出
し
て
来
る
。
こ
の
場
合
は
、
元
来
土

地
神
た
る
大
神
を
起
源
と
す
る
地
名
起
源
證
が
あ
り
、
こ
れ
を
押
し

出
す
形
で
、
葦
原
志
許
乎
命
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
、
フ
構
造
で
あ

ろ
う
か
。
記
紀
神
話
的
世
界
観
の
中
で
、
一
定
の
位
置
を
占
め
る
葦

原
志
許
乎
命
を
中
心
と
す
る
構
造
を
組
成
す
れ
ば
、
古
い
土
着
的
神

話
は
力
関
係
を
反
映
し
て
傍
系
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ

の
様
に
考
え
れ
ば
、
．
云
」
の
方
も
土
地
占
有
説
話
を
い
う
こ
と

三
、
異
説
並
記
の
意
義

で
一
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
葦
原
志
許
乎
命
の
位
置
に
伊
和
大
神

が
座
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
慮
し
得
る
こ
と
だ
。
即
ち
、

主
人
公
の
交
替
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

つ（》Ｏ
（８）

と
説
く
。
と
す
る
な
ら
ば
、
土
着
的
神
話
が
追
い
や
ら
れ
、
中
央
的
神
話

が
本
伝
承
と
し
て
採
用
さ
れ
た
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ

う
だ
る
、
７
か
。
後
半
の
「
大
神
」
は
、
『
播
磨
国
風
土
記
」
全
体
か
ら
見

（９）

れ
ぱ
「
伊
和
大
神
」
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
葦
原
志
許
乎
命
」
が
記

紀
神
話
世
界
に
裏
付
け
ら
れ
た
神
で
あ
る
点
も
恐
ら
く
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
国
占
め
争
い
の
話
は
、
前
半
部
の
み
で
は
実
は
不
完

全
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
そ
れ
ま
で
各
所
（
揖
保
郡
粒
丘
・
宍
禾
郡
奪

谷
・
宍
禾
郡
伊
奈
加
川
）
で
葦
原
志
許
乎
命
と
国
占
め
争
い
を
展
開
し
て

き
た
天
日
槍
命
が
、
結
局
但
馬
の
地
を
占
め
て
居
住
す
る
と
い
う
こ
と
の

起
源
語
り
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
葦
原
志
許
乎
命
の
方
は
、
投
げ
た
黒

葛
の
一
条
が
こ
の
地
に
落
ち
た
と
い
う
記
述
は
あ
る
が
、
土
地
占
拠
の
話

は
な
く
、
「
故
、
三
條
と
い
ふ
」
の
示
す
内
容
も
暖
昧
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
コ
云
」
の
記
事
で
は
、
大
神
が
「
御
杖
を
植
て
る
」
と
い
う
明

確
な
占
有
行
為
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
初
め
て
「
御
方
」

の
地
名
起
源
が
完
結
す
る
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
記
事
の
直

前
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

波
加
の
村
國
占
め
ま
し
し
時
、
天
日
槍
命
、
先
に
此
虚
に
到
り
、

伊
和
の
大
神
、
後
に
到
り
ま
し
き
。
こ
こ
に
、
大
神
大
き
に
性
み

て
、
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
度
ら
ざ
る
に
先
に
到
り
し
か
も
」
と
の

り
た
ま
ひ
き
。
故
、
波
加
の
村
と
い
ふ
。
此
虚
に
到
る
者
、
手
足
を

洗
は
ざ
れ
ば
、
必
ず
雨
降
る
。
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伊
和
大
神
と
天
日
槍
命
と
の
国
占
め
争
い
で
あ
る
。
こ
の
話
で
は
、
天

日
槍
命
が
先
に
到
着
し
た
と
語
る
が
、
具
体
的
な
土
地
占
有
の
記
述
は
見

ら
れ
な
い
。
（
７
）
の
御
方
里
の
話
は
、
こ
の
波
加
村
と
の
関
連
で
考
え

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
波
加
村
で
土
地
占
有
に
失
敗
し
た
伊

和
大
神
が
、
葦
原
志
許
乎
命
と
天
日
槍
命
が
争
っ
た
此
の
地
に
杖
を
植

て
、
占
拠
し
た
と
い
う
関
連
で
あ
る
。
そ
、
フ
見
る
な
ら
ば
、
や
は
り
前
半

と
後
半
と
に
は
あ
る
程
度
の
時
間
の
流
れ
、
出
来
事
の
前
後
関
係
が
意
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
（
７
）
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
後
半
の
記
事
に
は
、
前
半
の
記

事
の
不
完
全
な
部
分
を
補
足
し
、
よ
り
完
全
に
土
地
の
名
の
由
来
を
語
ろ

う
と
す
る
意
識
が
伺
え
る
の
だ
が
、
以
下
こ
う
し
た
補
完
作
用
と
い
う
点

に
つ
き
、
（
３
）
を
例
に
と
っ
て
な
お
考
え
て
み
た
い
・

堅
岡
の
里
の
命
名
由
来
を
語
る
（
３
）
の
話
の
前
半
部
は
、
大
汝
命
と

小
比
古
尼
命
と
の
我
慢
く
ら
べ
の
話
と
し
て
語
ら
れ
る
。
我
慢
く
ら
べ
の

勝
者
で
あ
る
小
比
古
尼
命
が
背
負
っ
て
い
た
聖
を
投
げ
捨
て
た
の
が
命
名

の
由
来
で
あ
る
と
語
る
。
話
の
上
で
は
こ
の
壁
は
大
汝
命
の
尿
と
と
も
に

「
石
」
と
な
っ
て
今
に
残
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
と
も
か
く
こ
の
地
に

「
ハ
ニ
」
を
も
た
ら
し
た
の
が
小
比
古
尼
命
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ

し
て
．
云
」
で
は
、
品
太
天
皇
が
巡
行
の
時
、
「
此
の
土
は
壁
た
る
の

み
」
と
勅
し
た
の
が
堅
岡
の
由
来
だ
と
語
る
。
こ
れ
は
、
神
々
の
時
代
、

小
比
古
尼
命
が
聖
を
も
た
ら
し
た
地
に
天
皇
が
や
っ
て
き
て
、
改
め
て
発

語
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
の
「
ハ
ー
こ
を
称
揚
す
る
意
義
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
地
は
、
士
品
記
事
に
は
「
土
は
下
の
下
」
と
あ

る
。
植
垣
節
也
は
、
「
聖
岡
の
里
は
土
品
が
下
下
で
あ
っ
て
、
農
耕
に
適

し
な
い
赤
土
の
地
で
あ
る
。
赤
い
粘
土
は
そ
の
代
わ
り
に
壷
や
杯
な
ど
の

土
器
を
作
る
に
適
し
て
お
り
、
工
芸
品
製
作
が
こ
の
地
の
た
い
せ
つ
な
産

（旧）

業
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
い
せ
つ
な
産
業
の

元
と
な
る
「
ハ
ー
こ
に
関
わ
る
記
述
と
し
て
は
、
小
比
古
尼
命
に
よ
る
地

名
起
源
（
ハ
ニ
の
将
来
）
の
み
な
ら
ず
、
天
皇
の
発
語
（
ハ
ニ
の
称
揚
）

を
も
併
せ
記
し
た
い
と
い
、
フ
願
い
が
根
本
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
単

に
由
来
を
記
す
と
い
う
以
外
の
目
的
意
識
が
「
一
云
」
記
事
掲
載
の
動
機

と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。
「
播
磨
国
風
土
記
」
の
中

に
は
、
も
う
一
例
「
下
の
下
」
と
さ
れ
る
地
が
あ
る
。

う
る
か

こ

の

は

な

さ

く

や

雲
箇
の
里
［
土
は
下
の
下
な
り
。
］
大
神
の
妻
、
許
乃
波
奈
佐
久
夜

ひ
め

う
る
は

比
寶
命
、
其
の
形
、
美
麗
し
か
り
き
。
故
、
宇
留
加
と
い
ふ
。〈宍禾郡〉

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
登
場
す
る
の
は
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
限

ら
ず
、
「
風
土
記
」
中
で
こ
の
例
が
唯
一
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
神
話
を
参

照
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
女
神
は
天
神
御
子
の
繁
栄
を
約
束
す
る
存
在
で
あ

る
。
雲
箇
里
の
命
名
由
来
に
こ
の
女
神
が
関
わ
っ
て
く
る
背
景
に
は
、

「
土
は
下
の
下
」
と
い
う
痩
せ
た
土
壌
の
繁
栄
・
改
善
を
願
う
心
情
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
、
フ
か
。
「
下
の
下
」
と
記
さ
れ
る
の
は
こ
の
二
例
の

み
で
あ
る
。
特
殊
な
意
識
を
持
っ
て
地
名
起
源
説
話
が
記
さ
れ
た
可
能
性

は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
．
云
」
．
家
云
」
の
用
法
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
。
結
論
を
言
え
ば
、
．
云
」
「
一
家
云
」
で
導
か
れ

る
記
事
内
容
は
、
本
伝
承
を
相
対
化
し
、
起
源
の
絶
対
性
を
失
わ
せ
る
と

結
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い
う
も
の
で
は
な
く
、
本
伝
承
を
補
足
し
、
よ
り
内
容
を
充
実
さ
せ
る
意

義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
今
回
す
べ

て
の
例
に
つ
い
て
詳
説
・
論
証
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
説
話
内
容
か
ら

の
要
請
や
、
土
地
の
性
質
と
の
関
わ
り
な
ど
、
個
々
に
書
か
れ
る
べ
き
必

要
性
が
あ
っ
て
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。

地
名
の
由
来
を
二
重
に
語
る
の
は
確
か
に
異
例
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の

異
例
な
方
法
に
よ
っ
て
、
神
の
時
代
↓
人
（
天
皇
）
の
時
代
↓
現
在
、
と

い
う
通
時
的
な
土
地
の
歴
史
の
展
開
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
．
云
」

に
よ
っ
て
、
旧
地
名
に
対
す
る
新
地
名
を
補
足
的
に
説
明
す
る
と
い
う
形

を
も
つ
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
時
間
的
な
展
開
を
意
識
し
て
い
た
点
が
理

解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
説
話
を
時
間
軸
に
添
っ
て
並
べ
る
方

法
を
取
る
こ
と
で
、
単
に
地
名
の
由
来
を
語
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
付

加
的
な
意
義
を
説
話
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
播
磨
国
風
土
記
」
は
、
網
羅
的
に
あ
ら
ゆ
る
地
名
に
対
し
て
起
源
を

記
す
と
い
う
方
針
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本

来
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
有
し
て
い
た
説
話
が
何
カ
所
か
に
分
断
さ
れ
、
説

話
内
容
が
不
完
全
に
な
っ
た
場
合
も
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、

〈
賀
古
郡
摺
墓
条
〉
〈
錺
磨
郡
十
四
丘
伝
承
〉
の
よ
う
な
、
地
名
起
源
列
挙

の
内
容
を
持
つ
説
話
に
関
し
て
は
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
機
能
を
担
っ
て

地
名
起
源
の
列
挙
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
し
、
そ
こ
に
編
者
の
文
芸
的
意
図

（Ⅱ）

を
認
め
る
見
方
も
あ
る
。
単
純
に
地
名
の
起
源
を
語
る
と
い
う
目
的
の
た

め
に
は
本
来
不
必
要
な
筈
の
．
云
」
「
一
家
云
」
記
事
も
ま
た
、
在
地

の
側
か
ら
見
た
上
で
の
、
不
完
全
な
説
話
や
土
地
の
歴
史
を
、
よ
り
完
全

な
形
で
記
そ
う
と
す
る
編
者
の
一
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
「
そ
の
後
に
」
等
の
繋
ぎ
言
葉
で
話
を
展
開
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
異
説
並
記
の
形
を
取
っ
た
理
由
は
、
や
は
り
明
確
に
起
源
が

二
重
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
、
な
お
か
つ
時
間
軸
に
添
っ
て
展
開

さ
せ
よ
、
フ
と
い
う
実
験
的
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
記
載

方
法
・
表
現
方
法
の
模
索
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
編
者
の
文
芸

的
営
み
の
一
端
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

注
（
１
）
『
播
磨
国
風
土
記
」
本
文
・
訓
読
文
の
引
用
は
、
秋
本
吉
郎
校
注
、

日
本
古
典
文
学
大
系
２
『
風
土
記
」
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
三
年

四
月
）
に
よ
る
。
但
し
、
三
條
西
家
本
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
所

収
の
複
製
本
）
を
参
照
の
上
、
適
宜
改
め
た
。

（
２
）
植
垣
節
也
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
『
風
土
記
』

（
小
学
館
、
平
成
九
年
十
月
）
九
十
二
頁
頭
注
で
、
「
伊
和
村
」
条
に

つ
い
て
、
「
本
来
、
石
作
の
里
の
条
に
あ
る
べ
き
記
事
。
石
作
の
里

の
「
本
の
名
は
伊
和
な
り
」
の
説
明
が
、
さ
ら
に
「
本
の
名
は
神
酒

な
り
」
で
始
ま
る
た
め
、
石
作
の
里
に
挿
入
し
に
く
く
て
、
一
時
的

に
郡
末
に
記
載
し
て
お
い
た
も
の
が
残
存
し
た
も
の
か
．
」
と
説
明

している。

（
３
）
吉
野
裕
・
益
田
勝
実
「
風
土
記
の
世
界
ｌ
郷
土
的
連
関
性
か
ら

Ｉ
」
亀
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
」
第
三
巻
、
昭
和
三
十
四
年
六

月）。

（
４
）
山
田
直
巳
「
地
名
起
源
謹
の
行
方
ｌ
神
話
の
終
焉
と
歴
史
時
間

の
成
立
ｌ
」
亀
古
代
文
学
の
主
題
と
構
想
』
お
う
ふ
う
、
平
成
十

二
年
）
。
初
出
は
昭
和
五
十
九
年
三
月
『
成
城
短
期
大
学
紀
要
』
十

五号。

（
５
）
秋
本
吉
徳
「
地
名
説
話
の
新
古
ｌ
『
風
土
記
』
の
特
質
の
理
解

の
た
め
に
ｌ
」
含
国
語
と
国
文
学
』
五
十
六
巻
十
一
号
、
昭
和
五
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（
皿
）
植
垣
節
也
「
諸
風
土
記
の
成
立
と
性
格
・
播
磨
国
風
土
記
」
（
『
歴

史
公
論
』
六
十
八
号
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
）

（
Ⅱ
）
飯
泉
健
司
「
〈
摺
墓
〉
〈
十
四
丘
〉
伝
承
に
お
け
る
地
名
起
源
の
機

能
ｌ
播
磨
国
風
土
記
編
纂
者
の
文
芸
意
識
ｌ
」
亀
日
本
文
学
論

究
」
四
十
六
号
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
）

（
８
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
９
）
『
播
磨
国
風
土
記
』
中
に
登
場
す
る
「
大
神
」
は
、
伊
和
大
神
以

外
に
は
、
出
雲
国
阿
菩
大
神
・
出
雲
御
陰
大
神
・
出
雲
之
大
神
・
宗

形
大
神
・
住
吉
大
神
・
天
照
大
神
で
あ
る
。
『
播
磨
国
風
土
記
』
特

有
の
神
は
伊
和
大
神
の
み
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
他
国
の
神
で
あ

る
。
単
に
「
大
神
」
と
し
か
な
く
、
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
も
神
名

を
特
定
し
が
た
い
場
合
に
は
、
や
は
り
伊
和
大
神
を
指
す
と
見
る
の

（６）（７）
注
（
３
）
・
注
（
４
）
参
照
。

西
條
勉
「
土
地
の
名
と
文
字
／
こ
と
ば
Ｉ
播
磨
国
風
土
記
の
ト

ポ
ノ
ミ
ー
」
含
古
代
の
読
み
方
』
笠
間
書
院
、
平
成
十
五
年
五
月
）
。

初
出
は
平
成
二
年
十
月
、
『
国
士
館
大
学
文
学
部
人
文
学
会
紀
要
』

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

十
四
年
十
一
月
）

二十三号。
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